
POCKETALK デバイスレンタルサービス規約 

株式会社ベイ・コミュニケーションズ 

第１条 （総則） 

株式会社ベイ・コミュニケーションズ（以下「当社」といいます。）は、当社が別に定め

るベイコム ＳＩＭ（法人）契約約款（以下「ベイコムＳＩＭ約款」といいます。）及び

POCKETALK デバイスレンタルサービス規約（以下「本規約」といいます。）に基づき、

ＳＩＭ約款で定めるサービス（以下「ベイコムＳＩＭ」といいます。）に関する付帯サー

ビスとして POCKETALK デバイスを貸し出すサービス（以下「本サービス」といいま

す。）を提供します。 

 

第２条 （定義） 

用語 定義 

本デバイス 当社が契約者に対して貸し出す POCKETALK デバイス機器 

（契約締結の時点で、当社が取り扱っている現行のモデル） 

本 SIM カード 本デバイスに付属する ICCID が付された SIM カードであって、当社が

ベイコムＳＩＭの提供のために契約者に貸し出すＩＣカード 

本件ソフトウェ

ア 

当社が契約者に対して提供する、本デバイスを使用するために必要な

すべてのソフトウェア 

本デバイス等 本デバイス、本件ソフトウェア、本 SIM カード及びマニュアル等を含

んだ総称 

契約者 当社と本サービスの契約を締結している法人 

 

第３条 規約の適用 

本規約は、当社が提供する本サービスに関して適用されるものとします。 

2. 本規約の規定がベイコムＳＩＭ約款の規定と矛盾又は抵触する場合は、本規約の

規定が本規約の規定に優先して適用されるものとします。 

 

第４条 （規約の変更等） 

本規約の各条項は、社会情勢の変化その他の合理的必要性がある場合には、契約の目的に

反せず、かつ相当な範囲において、変更できるものとします。 

2. 前項による本規約の変更に際しては、変更後の規約の内容と適用開始日を、店頭

表示、インターネットその他相当の方法であらかじめ公表するものとし、公表の

際に定める相当な期間を経過した日から適用されるものとします。 

 

第５条 （提供するサービス） 



当社は、本サービスの契約者に対し、次のサービスの提供を行います。 

(1) 当社が所有する本デバイスを貸し出すサービス 

(2) 本デバイスに付属した本 SIM カードでベイコムＳＩＭを提供するサービス 

(3) 本デバイスを利用する為の本件ソフトウェアを提供するサービス 

2. 前項第 1 号及び第 2 号のサービスでは、本 SIM カード 1 枚につき 1 台の本デバイ

スを貸与します。 

3. 前項の場合、本デバイス及び本 SIM カードは当社指定の組み合わせに限り利用で

き、契約者は本デバイスに本 SIM カード以外の SIM カードを使用すること、及

び当社指定の組み合わせを変更して本 SIM カードを使用することはできません。 

4. 本サービスの利用にあたっては、事前にベイコムＳＩＭの契約を締結、又は本サ

ービスの申込と同時に締結するものとします。 

 

第６条 （本サービスの終了） 

当社は、契約者がベイコム SIM 約款第１９条に該当すると当社が判断した場合、契約者へ

の事前通知又は催告なしに、直ちに当該契約者に対し本サービスの提供を終了できるもの

とします。この場合において契約者に損害が生じた場合であっても、当社は一切の責任を

負わないものとします。 

2. 第５条に定める提供条件を満たさなくなった場合、本サービスの提供は自動的に

終了されるものとします。 

3. 第１項及び前項の場合、本サービスは提供を終了した日を解約日とし、契約者は

解約日の属する月分までの利用料を支払うものとします。 

 

第７条 （利用申し込み及び承諾） 

本サービスの利用申し込みをしようとする法人（以下「申込者」といいます。）は、本規

約の内容を承諾のうえ、当社所定の「POCKETALK デバイスレンタルサービス申込書（以下

「申込書」といいます。）」に必要事項を記載し、当社が別途指定する書類等を添付のう

え、当社に提出するものとします。 

2. 当社は、申込書の内容を審査し、当該申込を承諾するか否かについて申込者に通

知するものとし、当社が本項に基づく承諾の通知をした時をもって、申込者と当

社の間で契約が締結されたものとします。 

 

第８条 （納入と検査） 

当社は、本デバイス等を申込書記載の希望納期に基づき当社が指定した納期までに、申込

書記載の納品場所に納入します。 

2. 契約者は本デバイス等の納入後、受入検査を行い、破損、数量不足その他の瑕疵

がある場合には、当社に対し納入後３営業日以内にその内容を書面により通知す



るものとします。上記通知を行なわない場合、納入した本デバイス等は検査に合

格し、当社に瑕疵のないものとみなします。 

3. 前項に基づく本デバイス等の受入検査合格後に生じた損害は、当社の責に帰すべ

きものを除き契約者の負担とします。 

 

第９条 （料金の適用） 

本サービスの利用にかかる料金は、料金表に定めるところによります。 

2. 契約者はベイコムＳＩＭ約款に準じて料金を支払うものとします。 

 

第１０条 （アップデート等） 

当社は、契約者への通知なく適宜、自動又は手動の本件ソフトウェアのアップデートを提

供する場合があります。アップデートされたソフトウェアにも本規約が当然適用されるも

のとします。 

 

第１１条 （故障・紛失） 

本サービスにおける本デバイス等の故障及び紛失については以下のとおり定めるものとし

ます。 

 故障 紛失 

契約者の報告義務 故障を把握した日の翌月第１営

業日までに書面により以下故障

報告を行う。 

・故障した事実 

・本デバイス機器の製造番号 

・本 SIM カードの ICCID 

紛失を把握した日の翌月第１営

業日までに書面により以下紛失

報告を行う。 

・紛失した事実 

・本デバイス機器の製造番号 

・本 SIM カードの ICCID 

保証内容 無償交換・修理   

保証期間 第８条２項の受入検査合格日か

ら 6 ヶ月 
  

保証条件 ・正常な使用状態での故障に限

る 

・保証期間内に故障報告及び本

デバイス等の返却がなされるこ

と 

  

利用料の免責 保証条件を満たした場合、条件

充足日の翌月以降から免責   



違約金 1 台につき、3 万円の違約金を当

社の請求から 30 日以内に支払わ

なければなりません。 

1 台につき、3 万円の違約金を

当社の請求から 30 日以内に支

払わなければなりません。 

 

 

第１２条 （保証及び責任の限定等） 

当社及び契約者はそれぞれ、自らが、本規約記載の内容を履行する権限を有していること

を表明し、保証します。 

2. 本デバイス等について、マニュアル等に従った正常な使用状態を超えた故障があ

ったとき、又はマニュアル等に従った正常な使用状態で故障が生じた場合であっ

ても前条の保証期間を超えたときは、契約者から当社に対する故障報告の有無に

かかわらず、当社は一切の責任を免責されます。 

3. 当社は以下の各号のいずれかに該当する場合には、契約者に事前に通知すること

なく一時的にサービスを中断又は終了する場合があります。なお①乃至④により

本サービスの中断がなされた場合であっても、契約者はその期間中の利用者はそ

の期利用のの支払いを要します利用料の支払いを要します。 

① サーバ、通信回線もしくはその他の設備の故障、障害の発生又はその他の事

由によりサービスの提供ができなくなった場合 

② システムの保守、点検、修理、変更を定期的に又は緊急に行う場合 

③ 天災事変、戦争、暴動、騒乱、労働争議等その他不測の事態によりサービス

の提供ができなくなった場合 

④ その他、運用上、技術上本サービスの一時的な中断を必要と判断した場合 

4. 当社は、本デバイス等による翻訳結果について、それが完全かつ正確であるこ

と、有用であること、その他契約者の目的に合致することにつき一切の保証をし

ません。又、本デバイス等による翻訳結果の利用により契約者に生じた一切の損

害について、一切の責任を負わないものとします。 

 

第１３条 （契約の有効期限） 

契約の有効期限は、契約成立日から 2 年間（24 ヶ月間）とします。ただし、契約期間満了

の 10 日前までに当社、契約者いずれからも何等の意思表示もない場合は、引き続き、2 年

間（24 ヶ月間）の期間をもって更新するものとし、以後も同様とします。又、本サービス

の最低利用期間は 2 年間（24 ヶ月間）とし、利用期間は課金開始日より起算します。最低

利用期間内に解約された場合は、残余の期間の利用料相当額を違約金として、一括して支

払うものとします。 

 



第１４条  （権利の帰属及び表示） 

本デバイス等に関する著作権、特許権、商標権、意匠権等の知的所有権は、POCKETALKの

サービス提供を行っているソースネクスト株式会社に帰属します。 

 

第１５条 （法令・規格等の遵守） 

当社及び契約者は、本規約の履行に際し、国内外の関係する法令、規格等を遵守するもの

とします。 

 

第１６条 （債権譲渡の禁止） 

契約者は、本規約に基づく権利義務の一部又は全部を当社の事前の書面による承諾なしに

第三者に譲渡又は担保の目的に供することはできません。 

 

第１７条 （届出事項の変更） 

契約者は、商号、名称又は住所等その他契約者が申込の際に届け出た内容に変更が生じた

場合、当社所定の方法により速やかにその旨を届け出るものとします。 

2. 契約者が前項の届出を怠ったことにより不利益を被ったとしても当社は一切の責

任を負いません。契約者が前項に基づく届出を怠ったことにより当社が契約者宛

てに発送した通知が到達せず、又は遅着した場合、当該通知は通常到達すべき時

に契約者に到達したものとみなします。 

 

第１８条 （当社が行う契約の解除） 

当社は、契約者に、次の各号の一に該当する事由あるときは、何ら催告なくして、契約の

全部又は一部を解除することができます。 

① 別途書面によって当社から明示的に許諾されていないにもかかわらず、本デ

バイス等を再レンタルの権利を譲渡したり、当該権利を第三者に再許諾した

りしたとき 

② 当社に虚偽の報告を行ったと認められるとき 

③ 監督官庁より営業停止等の処分を受けたとき 

④ 支払の停止又は手形交換所の取引停止処分があったとき 

⑤ 破産、民事再生手続、会社更生、特別清算開始の決定又はその申立のあった

とき 

⑥ 差押、仮差押、仮処分、強制執行、公売処分、租税滞納処分その他公権力の

処分を受けたとき 

⑦ 営業廃止もしくは解散を決議し、又は他の会社と合併したとき 

⑧ 当社に対する支払が遅延し、当社が支払の催告をしたにもかかわらず、改善

されないとき 



2. 前項のいずれかに従い生じた事由に基づき、当社により解除された場合、契約者

は、本規約に基づくか否かにかかわらず、当社に対して負担する一切の金銭債務

について期限の利益を失い、当社に対してその金額を直ちに支払わなければなら

ないものとします。 

 

第１９条 （契約者が行う解約） 

契約者は、解約しようとするときは、解約を希望する日の 3 週間前までに当社に当社所定

の方法により通知していただきます。 

2. 前項による解約の場合、契約者は解約日の属する月分までの利用料を支払うもの

とします。 

 

第２０条 （本デバイス等の返却） 

契約者は、契約終了日から１ヶ月経過するまでの間に、当社が貸し出した本デバイス等を

全て、当社に対し、返却しなければなりません。 

2. 契約者が、契約終了に伴い、当社に対し、本デバイス等を返却する際には、総返

却台数を示した書面を付して、当社が貸し出した本デバイス等を一括して返却す

るものとします。 

3. 契約者が、契約終了日から１ヶ月経過するまでに当社が貸し出した本デバイス等

を返却できない場合（当社が貸し出した本デバイス等が、当社の責めに帰すべき

事由によらない故障により使用できなくなった場合を含みます。）、第１１条

（故障・紛失）に基づき、当社は契約者に対し、返却不能な本デバイス等 1台に

つき、3 万円の紛失違約金を請求することができます。 

 

第２１条 （合意管轄） 

本規約は日本国内法に準拠するものとし、本サービス加入により生じる一切の紛争等につ

いては当社本社所在地を管轄する地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。 

 

第２２条 （協議事項） 

本規約に定めなき事項が生じた場合は、当社、契約者は契約締結の主旨に従い、誠意をも

って協議の上、解決に当たるものとします。 

 

付則 

1. 当社は特に必要があるときには、本規約に特約を付することができるものとしま

す。 

2. 本規約は、2023 年 4 月 1 日より実施します。 



3. 本規約実施前に、支払い又は支払わなければならなかった利用料その他の債務に

ついては、なお従前のとおりとします。 

 

【料金表】（消費税別） 

・初期費用 無料 

・利用料  月額 1,600 円／台 

・違約金  最低利用期間内の解約の場合：残余期間の利用料相当額 

故障・紛失・返却不能の場合：30,000 円 

       

 

 


